
（２）財政安定化基金への拠出及び借入額の償還 

都道府県が設置する財政安定化基金の財源は，国・都道府県・市町村が３分の１ 
ずつ拠出することとなっています。市町村分は第１号被保険者の保険料を財源とし

て，保険給付費等の０．１％を拠出するため，第３期事業運営期間の拠出額は   

２５６，９６５千円となります。 
本市は，第１期事業運営期間（平成１２～１４年度），第２期事業運営期間   

（平成１５～１７年度）ともに保険財政に赤字が生じたため，第１号被保険者の 

保険料の不足分を京都府介護保険財政安定化基金等から借り入れています。借入金

の償還は３年間で行うこととされていますが，第１期分については９年間で償還 

できるという特例措置があります。 
なお，本市独自の措置として，借入償還金に係る第２期の保険料への上乗せ分に

ついては，第２期保険料の改定幅を可能な限り抑えるため，京都市社会福祉事業 

基金からの借入れにより対応したことから，京都市社会福祉事業基金への償還費用

については，第３期保険料に上乗せすることになります。 
 このため，第３期事業運営期間（平成１８～２０年度）における京都府介護保険 
財政安定化基金及び京都市社会福祉事業基金への償還に要する総費用は  
２，０２７，５２２千円となり，１箇月当たりの第１号被保険者の保険料への上乗 
せ額は１９０円となります。 
■ 財政安定化基金等からの借入額及び第３期事業運営期間における償還額 

 借入額 第３期における償還額 
第１期 １，９４４，４８７千円        １，２９０，３２５千円（※1）

第２期 １，３７９，３５９千円   ７３７，１９７千円 

合 計   ３，３２３，８４６千円（※2） ２，０２７，５２２千円 

   ※1 京都府介護保険財政安定化基金への償還額６４８，１６２千円と京都市社会福祉事業基金への償還

額６４２，１６２千円の合計額。 

   ※2  3,323,846 千円のうち 648,162 千円は償還済みであり，残る 2,675,684 千円のうち 648,162

千円は第４期（平成 21～23 年度）で償還予定。 
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【参考：第 1号被保険者の保険料】 

 
（１）保険料基準額の算出 

第 1 号被保険者の保険料基準額は，以下の方法により算出します。 
 
    保険給付費×約１９％※１ 
   ＋地域支援事業費※２×１９％ 
   ＋財政安定化基金拠出金 
   ＋財政安定化基金等償還金 

保険料の負担 

÷ 割合で補正した ÷１２月

被保険者数 

※１ 第１号被保険者の所得分布や７５歳以上の後期高齢者の割合によって国の調整

交付金が異なることから，第１号被保険者の負担割合は市町村ごとに異なります。

標準的な市町村では１９％となります。 

※２ 地域支援事業費については，第６章参照。 

 

（２）保険料段階及び保険料率の設定 

今回の制度見直しにより，保険料段階区分の多段階化が可能とされることから，

被保険者の負担能力に応じ，よりきめ細かな段階数及び保険料率の設定を行います。 
 
① 市民税世帯非課税のうち低所得の方の保険料率を，０．７５から０．５に  

引き下げます。（国制度） 
② 平成１７年度税制改正（高齢者の非課税措置の廃止）により，市民税非課税

から課税となる方に対し，地方税法上，平成１８年度から２年間の経過措置が

講じられることを踏まえ，介護保険料についても激変緩和措置を講じます。  

（国制度） 
③ 課税層のうち所得の低い方について，標準料率（１．２５）より低い保険料

率（１．１）とし，負担の軽減を図ります。（本市独自） 
④ 課税層のうち一定以上の所得を有する方について，標準料率（１．５）より

高い保険料率（１．７５及び２．０）とし，保険料基準額を引き下げます。   

（本市独自） 
 
以上の結果，第３期事業運営期間（平成１８～２０年度）の保険料基準額は１箇

月当たり４，７６０円となります。また，所得段階区分別の保険料は，次のとおり

となります。 
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所 得 段 階 区 分 保険料率 月額保険料 

第１段階 

○本人が生活保護を受給している場合 
○本人が老齢福祉年金を受給し，本人及び

すべての世帯員が市民税非課税である

場合 

基準額×0.5 ２，３８０円 

第２段階 

○本人及びすべての世帯員が市民税非課

税であって，〔（前年の合計所得金額＋

課税年金収入額）≦80 万円／年〕を

満たす者 

基準額×0.5 ２，３８０円 

第３段階 
○本人及びすべての世帯員が市民税非課

税であって，第 2 段階以外の者 
基準額×0.75 ３，５７０円 

第４段階 
○本人が市民税非課税で，世帯員の中に

市民税課税者がいる場合 
基準額 ４，７６０円 

第５段階 １２５万円以下 基準額×1.1 ５，２３６円 

第６段階 ２００万円未満 基準額×1.25 ５，９５０円 

第７段階 ４００万円未満 基準額×1.5 ７，１４０円 

第８段階 ７００万円未満 基準額×1.75 ８，３３０円 

第９段階 

○本人が 
市民税 
課税者 
の場合 

前年の 
合計所得 
金額 

７００万円以上 基準額×2.0 ９，５２０円 

 
 
４ 介護サービスの供給確保のための方策 
 
（１）供給確保のための指針  

 
① 供給確保のための計画 

介護保険制度施行後，本市では，民間事業者等の新規参入や事業拡大等に  

より，早期に充実した介護サービス提供体制を構築することができたことから，

第２期事業運営期間（平成１５～１７年度）においては，サービスの質の確保

に力点を置き，介護サービスの質的向上や保険給付の適正化を中心に取り組み

ました。               

 第３期事業運営期間（平成１８～２０年度）以降においては，次の点に留意 

して基盤整備を図ります。 

ア 平成２６年度の目標に向かって，計画的な整備を図ります。 

イ 地域密着型サービスについては，地域バランスに留意した整備を図ると 
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ともに，地域との連携の仕組みを構築します。  

ウ 施設及び居住系サービスについては，多様なすまいの選択肢の確保という 
観点及び施設の特性や地域性に留意して整備を図ります。 

    エ 効果的な介護予防サービスを提供できる事業者の確保に努めます。 
 

② 供給確保のための視点 
  本市では，介護保険制度施行後，民間事業者の新規参入や既存の介護サービス

事業者による事業の拡大等により，介護サービス量が大幅に拡充しました。 
    今後，ますます高齢化が進展し，介護を必要とする高齢者が増加していきます

が，高齢者が身近な場所で，質の高い介護サービスを利用することにより，住み

慣れた地域で安心して生活できるよう，次の視点からプランに基づくサービスの

供給を図ります。 
 
    ア 人材の育成 

介護サービスの安定的な供給確保のためには，ケアマネジャーをはじめ，

介護サービスに携わる職員の人材の育成が不可欠です。養成は大学や専門 

学校等の養成機関で行われていますが，資格取得後もレベルの高い研修の 

実施，モラルの向上，雇用条件の向上，メンタル面でのサポート等が望まれ

ています。 
      本市では，長寿すこやかセンターや洛西ふれあいの里保養研修センターで

の各種研修の実施や，関係機関との連携等による働きやすい環境整備に努め

ます。 
 
    イ 施設整備の促進 
      ハード面での整備が必要な介護サービスについては，整備促進のための 

対策が必要となります。整備計画中の施設について着実に推進するとともに，

新たに必要となる施設についても，プランに基づき，地域的なバランスに 

配慮した整備を促進します。 
 
    ウ 参入促進のための情報提供 
      介護サービス事業者の参入促進のため，要介護（要支援）認定やサービス

の利用状況，市民のニーズ，地域ごとのサービス事業所情報等について情報

提供を行います。また，新たなサービスである地域密着型サービスや介護 

予防サービスに係る冊子を作成し，配布するほか，本市が実施した各種  

研究・調査の結果や他都市の先進的取組を紹介するなど，積極的に情報提供

を行います。 
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 エ 身近な場所でのサービス提供 
利用者の身近な地域で必要なサービスが利用できるよう，日常生活圏域を

踏まえ，地域的なバランスに配慮してサービスの供給を図ります。 
 
（２）各サービスの供給確保のための方策 
   

① 施設サービス  
介護保険施設の整備に当たっては，利用者数の見込みに対し必要なサービス 

       量を確保できるよう，本市被保険者の市外施設の利用及び他市町村被保険者の 
本市施設の利用状況や稼働率を勘案して整備数を設定するとともに，地域バラ 
ンスに配慮した整備に努めます。 
施設種別ごとの整備については，医療保険との機能分担の明確化や，生活  

重視型施設と在宅復帰・在宅生活支援重視型施設への集約等，国において検討

されている介護保険施設の将来像を念頭に置いたうえ，市民ニーズや利用状況

を踏まえ，介護老人福祉施設に重点をおいて整備を進めます。 
また，入所環境の向上という観点から，施設の個室・ユニット化の推進と  

併せて，地域密着型介護老人福祉施設の整備を図ります。 
介護療養型医療施設については，市内に３，１２４人分（平成１７年１２月 

       末現在）の病床があることから，利用者数の見込みに対して十分な供給体制が

確保できています。 
 
■介護保険施設の整備等目標数                    （人分） 

 １８年度 １９年度 ２０年度 ２６年度 

介護老人福祉施設 4,223 4,343 4,470 5,340 

（うち地域密着型介護老人福祉施設） ( 0) (40) (90) (410) 

介護老人保健施設 3,204 3,294 3,404 3,764 

介護療養型医療施設 3,124 3,124 3,124 3,124 

※各年度末の整備数。 

※介護老人保健施設は，短期入所枠を含まない。 

  

② 居住系サービス 

  ア 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

認知症対応型共同生活介護については，地域密着型サービスに位置付けられ，

市町村に指定，指導監督権限が付与されました。 
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なお，改正法施行時において既に京都府の指定を受けている事業所については，

平成１８年４月１日付けで本市が指定したものとみなされます。 

本市では，平成２６年度において，日常生活圏域ごとに１箇所設置することを

目標として，地域バランスに留意しながら，計画的な整備を行います。 

また，認知症対応型共同生活介護は，認知症高齢者を対象とするサービスで 

あること及び入居型のサービスであり密室性が高いことから，利用者保護の体制

整備が強く求められています。 

本市での指定に当たっては，質の確保・向上について十分に指導，助言を行う

とともに，指定後についても，定期的な指導監督，助言を行うことにより，地域

との連携，サービスの質の確保に向けた取組を支援します。 

     

イ 介護専用型特定施設 

介護専用型特定施設については，定員が３０人以上の施設については都道府県

が，３０人未満の施設については地域密着型サービスとして市町村が指定，指導

監督権限を有することになります。 

本市では，多様なすまいの選択肢の確保という観点を踏まえ，京都府とも連携

しながら，質の高いサービス提供を行うことができる特定施設の確保に努めます。 

 

■居住系サービスの整備目標数                  （人分） 

 １８年度 １９年度 ２０年度 ２６年度 

認知症対応型共同生活介護 481 544 598 904 

介護専用型特定施設 0 77 154 620 

（うち地域密着型介護専用型特定施設） ( 0) (29) (58) (174) 
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③ 地域密着型サービス（施設・居住系サービスを除く。） 

 ア 夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は，地域密着型サービスとして新たに創設される訪問介護

類型で，夜間における定期的な巡回による訪問介護と，通報に基づき随時対応 

する訪問介護を組み合わせて提供するサービスです。在宅においても，夜間を 

含め２４時間安心して生活できる体制を整備することにより，在宅での生活を 

支援します。 

   夜間対応型訪問介護は，人口規模として２０～３０万人程度，１事業所当たり

の利用対象者数として３００～４００人程度が想定されていることから，本市に

おいては，３～５箇所程度の事業者によって，需要に応じたサービス提供ができ

るものと考えています。事業者指定に当たっては，全市域をカバーできるよう，

事業者ごとの担当地域を調整することとします。 

 

イ 認知症対応型通所介護 

認知症対応型通所介護は，既存のサービスが地域密着型サービスとして再編 

されるものであり，既存事業所については，平成１８年４月１日付けで本市が 

指定したものとみなされます。 

   本市では，平成２６年度において，行政区ごとに数箇所設置することを目標と

しており，認知症高齢者グループホーム等との併設や，一般型の通所介護からの

一部移行等も含め，地域バランスに留意しながら，計画的な整備を進めるととも

に，認知症高齢者に適したサービス内容，提供方法等について，指導監督，助言，

支援を行います。 

 

ウ 小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護は，地域密着型サービスとして新たに創設されるサー

ビス類型で，「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時，   

「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。「通い」を中心と

することにより，高齢者の生活のリズムを作るとともに，社会との接点を維持し，

また，「泊まり」により本人及び家族に安心感を与え，在宅での生活を支援しま

す。 

   本市では，平成２６年度において，日常生活圏域ごとに１箇所設置することを

目標として，地域バランスに留意しながら，計画的な整備を進めるとともに，  

利用者の囲い込みや地域から孤立した事業運営が行われないよう，サービスの 

質の確保や地域との連携に向けた取組を行います。 
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④ 特定施設入居者生活介護（混合型特定施設） 
自立者も入居可能な混合型特定施設入居者生活介護については，入居定員数に 

かかわらず，都道府県が指定，指導監督権限を有するサービスとして位置付けら

れており，本市では４箇所の有料老人ホーム及び１箇所のケアハウスが事業者 

指定を受けて，サービスを提供しています。 
今後，入居者の身体状況の重度化等を見据え，ケアハウス等の既存施設に対する

事業者指定の取得への働きかけ等を検討するとともに，早めの住み替えに対応 

した外部サービス利用型の仕組みの導入も踏まえ，京都府とも連携し，質の高い

サービス事業者の確保に努めます。 

   また，養護老人ホームが外部の居宅サービスを利用する特定施設入居者生活介護

を提供する運営形態になることも予測されるため，事業者として適切なサービス 

提供ができるよう助言等を行っていきます。 

 

■ケアハウスの整備目標数                    （人分） 

 １８年度 １９年度 ２０年度 ２６年度 

ケアハウス 577 617 670 1,000 

 
⑤ 介護予防サービス 

新予防給付は，既存のすべての居宅サービスについて，介護給付とは別に予防

給付として新たに設けられたものです。新予防給付を提供する介護予防サービス 

事業者の指定は都道府県により行われますが，現在，介護給付のサービス事業者の

指定を受けている事業者の多くが介護予防サービス事業者の指定を受けると見込

まれることから，サービス提供体制は確保できるものと考えています。 
新予防給付については，既存サービスの内容の見直しが行われるとともに，新た

なメニューとして，運動器の機能向上，栄養改善，口腔機能の向上が通所介護及び

通所リハビリテーションに導入されます。 
新予防給付の実施に当たっては，利用者の目標を明確にしたうえで，目標達成の

ために適切なサービスを提供し，その効果を評価することが重要です。 
本市では，効果的な介護予防サービスの提供が行われるよう，介護予防支援事業

者の指定を受けた地域包括支援センター及び介護予防サービス事業者に対する 

指導，助言を行うとともに，必要に応じ，通所介護及び通所リハビリテーション  

事業所に対する新たなメニュー導入の働きかけ等を行います。 
更に，利用者に対する介護予防に係る啓発及び予防効果の測定，評価に取り組み

ます。 
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⑥ 居宅サービス（介護給付） 

 ア 訪問系サービス 

本市では，民間事業者や医療機関等の積極的な新規参入により，サービスの 

提供が行われています。今後も，社会福祉法人，医療機関，ＮＰＯ法人，民間   

事業者等により，需要に応じたサービス量が供給されるものと見込んでいます。 
 

イ 通所系サービス 

   本市では，これまで社会福祉法人が通所介護施設（デイサービスセンター）を 
整備する場合に補助を行う一方，必要に応じ，公設施設の整備も行ってきました。

通所系サービスについては，社会福祉法人のほか，医療法人や民間事業者等の 

新規参入が進んでおり，充実したサービス提供体制が確保できています。 
   今後は，機能訓練，えん下訓練，低栄養状態の改善，若年認知症，医療ニーズ

と介護ニーズを併せ持つ中重度の要介護者等への対応が求められていることか

ら，サービス内容を充実する必要があります。 
   本市では，きめ細かな情報提供を行うことにより，介護サービス事業者の事業

内容の充実を促進します。 
 

ウ 短期入所系サービス 

  短期入所生活介護については，介護老人福祉施設の整備に伴い一定数の短期 

入所生活介護居室を確保する，あるいは短期入所生活介護専用施設を整備する 

ことにより，サービス量の確保を図ってきました。 

  今後も，介護老人福祉施設の整備に併せて，地域バランスに留意し，必要に  

応じ，短期入所生活介護居室の確保を行います。 

  短期入所療養介護については，空床利用のため，施設整備に併せてサービス量

を確保することができます。 

  短期入所系サービスについては，緊急的なニーズや，医療ニーズと介護ニーズ

を併せ持つ中重度の要介護者への対応等について報酬・基準の見直しが行われ，

より利用しやすいサービス提供体制へと改善されます。 

  また，地域密着型サービスである認知症対応型共同生活介護においても，空き

居室を活用した短期利用の導入が行われることから，本市では，地域の需要や 

事業者のサービス提供体制について慎重に検討のうえ対応します。 

 

エ 福祉用具の貸与・販売 

  本市では，洛西ふれあいの里保養研修センターにおいて，福祉用具の展示や 

利用に係る相談事業を行うとともに，長寿すこやかセンターにおいて福祉用具が

適切に利用できるよう，福祉用具の利用やフィッティング等に係る相談事業を 
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実施しています。 

福祉用具は，最も利用の伸び率が大きいサービスですが，今後も需要の増加が

見込まれることから，より適切な利用のため更なる改良が求められます。今般，

制度改正により福祉用具販売の事業者の指定制度が導入されるとともに，福祉 

用具の貸与・販売のいずれにおいても，ケアマネジャーの関与が強化されること

から，より良い福祉用具の使用を推奨するとともに，利用者への啓発を図ります。 

 

オ 住宅改修 

  住宅改修については，都道府県による事業者指定制度はなく，工務店等の住宅

改修事業者がケアマネジャーと連携して工事を行っています。本市では，これま

でから，住宅改修に係る実地調査や受領委任払いに伴う事前承認制を導入するこ

とにより，保険給付の適正化を図ってきました。また，不必要な工事を勧めたり

高額な費用を請求する事業者もあることから，注意喚起を促すリーフレットの 

作成・配布を行っています。 

  住宅改修については，制度改正により，工事完了後に申請する方式から事前 

申請制に変更されることから，より適正な制度運営が期待されるところであり，

今後とも，要介護者に対する有効な住宅改修について啓発を行います。 

 

カ 居宅介護支援 

    本市では，これまでから，研修の実施や連絡会の開催，ケアマネジメントリー 

ダーの養成等，ケアマネジャーが働きやすい環境整備や人材の育成に努めてきま 

した。 

ケアマネジャーは，介護保険制度を円滑に運営していくために必要不可欠な 

制度の要であることから，今後とも，京都府介護支援専門員協議会とも連携して，

ケアマネジャーへの支援を積極的に行い，良質な人材の育成・確保に努めます。 

  


